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一 はじめに

筆者は，これまでに，明治期から昭和戦前期に編纂・
刊行された沖縄県の令達集・令規集のうち沖縄県知事
官房文書係編『沖縄県令達類纂〔初版〕』（明治39年発
行）（以下「明治39年版『令達類纂』」という。）（1），沖
縄県知事官房文書係編『沖縄県令達類纂〔改訂増補
版〕』（明治44年発行）（以下「明治44年版『令達類纂』」
という。）（2），那覇市歴史博物館所蔵の横内家文書『沖
縄県町村諸規程』（推定発行年明治41年～同43年）（3）お
よび帝国地方行政学会編『沖縄県警察法規類典 全』
（昭和10年台本発行）（4）を取り上げ，これらに収録さ
れた沖縄県の令達・令規についての紹介を行ってき
た（5）。
本稿は，沖縄県内務部が編集した令規集である『沖

縄県会計法規』（印刷者：沖縄県那覇区東町一丁目一
四番地，南嘉次郎，印刷所：同所，南活版所，印刷：
大正3年6月10日）（以下「本書」ということがある。）
と本書に収録された沖縄県の令達ないし令規（以下本
稿においては「令規」と総称する。）について紹介す
ることを目的とする。

二 本書の所蔵状況と底本について

筆者が現時点で所蔵機関を確認している『沖縄県会
計法規』は，京都大学経済学研究科・経済学部図書室
の所蔵本（以下「京大本」という。）と財団法人沖縄
県文化振興会史料編集室（元琉球政府立沖縄史料編集
所）の所蔵本（6）（以下「史料編集室本」という。）で
ある。本稿では京大本を底本として使用し，あわせて
史料編集室本を参照した。そこでまず，この京大本と
史料編集室本について触れておこう。
京大本は，クロス製本されており，背表紙には金文

字で「沖縄縣会計法規 大正三」と刻印されている（た
だし，貼付された図書分類ラベルにより，「大正三」
の後に「年」が隠れている可能性がある）。背表紙の
下方には古い図書分類ラベルの上に「14／6／Oki」（／

は改行。特にことわらない限り以下同じ。）という新
しい図書分類ラベルが貼付されている。また，古い図
書分類ラベルには「日本／14／6／Oki」と記載され
ている。さらに，製本表紙の見返しの右上隅には「Ⅹ
Ⅳ／Ⅵ／O」という図書分類ラベルが貼付されてい
る。これら新旧の図書分類ラベルに表記されている分
類番号は京都大学経済学部図書室が独自に定めている
「経済学部図書分類表」に基づく分類であり，「14／
6」ないし「ⅩⅣ／Ⅵ」は地方財政に該当する。京大
本の凡例の頁には，左下に沖縄県内務部からの寄贈を
示す寄贈印が押されており，右上には「京都帝国大学
法科大学／経済研究室／大正五年五月十七日」という
スタンプが押されている。また，京都大学経済学部図
書室備え付けの本書の「書名目録」カードの左下には，
「官贈」，「17／5／5大正」（この／は原本による。），
「沖縄県」との記載がある。これらによれば，本書は
その編集・発行者である沖縄県から京都帝国大学法科
大学経済研究室に大正5年5月17日に寄贈されたもの
であることが分かる。
他方，史料編集室本は，ボール紙と製本用テープに

より仮製本されており，仮製本の背表紙に原本の表紙
の表題を複写した紙片をテープで貼り付けてある。史
料編集室本の奥付の前頁には「琉球政府立沖縄史料編
集所／受入64年1月12日／第230号」というラベルが
貼付されており，さらにこのラベルの下には「文教局
教育研究課（郷土資料関係）」という押印（受入年月
日は判読不能。）がある。史料編集室本の内容は，京
大本と同一である。

三 本書とその収録令規について

本書は，表紙，「凡例」，目次（1頁～8頁），本文
（1頁～324頁）および奥付という5つの部分で構成
されている。なお，本文中の4個所に様式，書式また
は別表が合計10葉折り込まれているが，頁付けはなさ
れていない（7）。さらに，本文中には頁付けの乱れが3
個所みられる（8）。

『沖縄県会計法規』とその沖縄県関係の収録令規について

青嶋 敏
地域社会システム講座

“Okinawa-ken Kaikei Houki” and Administrative Orders and
Notices of Okinawa Prefecture

Satoshi AOSHIMA

Department of Regional and Social Systems, Aichi University of Education, Kariya448―8542, Japan

愛知教育大学研究報告，59（人文・社会科学編），pp.91～99, March,2010



青 嶋 敏

92― ―

本書のオリジナルの表紙には「沖縄県会計法規」と
いう表題が付されている。しかし，本書の目次の1頁
に記載された目次の表題は，「沖縄県会計関係法規目
次」と表記されており，本書の表紙の表題との間にず
れがある。
本書の冒頭に掲げられている「凡例」の内容は次の

とおりである。
「 凡 例
一 本書ハ主トシテ県ノ経済ニ関スル現行ノ令規ヲ

蒐集シ併セテ其ノ関係法令ノ一斑ヲ収録シ以テ
執務ノ資ニ当テムトス

一 本書ハ大正二年九月末日ヲ現在トシテ収録セリ
ト雖印刷ニ付スルノ日迄ニ発付セラレタル令規
ノ一二ヲ加ヘタルモノアリ

一 本書ノ編纂ニ就テハ分類輯次其ノ体ヲ得サルモ
ノ多カルヘシ大方ノ指示ニ依リ他日之カ補正ス
ルノ時ヲ待チテ完璧ヲ期センノミ

一 本書ノ編纂ハ主トシテ属大崎範一ノ担当ニ係ル
大正二年十月七日

沖縄県内務部 」
この「凡例」第1項によれば，本書は「主トシテ県

ノ経済ニ関スル現行ノ令規ヲ蒐集シ併セテ其ノ関係法
令ノ一斑ヲ収録シ」たものであり，その編纂の目的は
「執務ノ資ニ当テムトス」ることにある。すなわち，
本書には，「主トシテ県ノ経済ニ関スル現行ノ令規」
として沖縄県の令規合計80件と，「其ノ関係法令ノ一
斑」として中央政府（国）の法令合計25件が収録され
ている（ただし，国の法令のうち1件〔明治32年3月
16日公布法律第64号「府県制」〕は抄録〔第五章「府
県ノ財務」の第一款「財産営造物及府県税」と第二款
「歳入出予算及決算」を収録〕である。）。本書は，こ
れらの合計105件の令規と法令を，第一章通則，第二
章収入，第三章支出，第四章物品，第五章旅費，第六
章県税の六章に分けて収録している。本書に収録され
ている沖縄県令規80件の令規類型別の収録件数を多い
順に挙げると，訓令甲30件，訓令乙15件，県令14件，
告示12件，訓令7件，県達および庁達各1件である。
本書の沖縄県関係令規の収録数を章別・令規類型別に
示すと，【表1】のとおりである。
次に，「凡例」の第2項は，本書の収録令規の時間

的範囲について，「本書ハ大正二年九月末日ヲ現在ト
シテ収録」したが，「印刷ニ付スルノ日迄ニ発付セラ
レタル令規ノ一二ヲ加ヘタ」と述べている。具体的に
は，大正2年9月末日後に発布された沖縄県令規とし
て，大正2年11月訓令甲第37号「沖縄県会計検査規程」
（後掲【表3】の F18）が収録されており，これが本
書に収録されている最も新しい令規である。他方，本
書に収録されている沖縄県令規のうち最も古いものは
明治30年2月訓令第36号「警部補巡査宿料支給規則」
（後掲【表3】の F29）である。本書の沖縄県関係令
規の収録数を公布（発令）年次別・令規類型別に示す
と，【表2】のとおりである。これによれば，明治42
年に公布または発令された令規が最も多く，次いで多
いのは大正2年の令規である。ちなみに，明治42年は，
特例を付したうえで沖縄県に府県制が施行され（4月
1日），また沖縄県で初めての県会議員選挙が実施さ
れた（5月11日）年である。

四 本書の編纂者について

本書の奥付では，本書の編纂者を「沖縄県内務部」
と表示している。しかし，「凡例」の第4項は，「本書
ノ編纂ハ主トシテ属大崎範一ノ担当ニ係ル」ものであ
ると記述しており，これによれば本書は実質的には沖
縄県属大崎範一によって編纂されたものである。この
大崎範一は，明治45年から大正5年までの各年次の『職
員録（乙）』（印刷局発行）の「沖縄県」の部によれば
沖縄県属として内務部に勤務した人物である（9）。大崎
は，その後昭和13年までの間に埼玉県内務部属（10），長
崎県警察部地方事務官（健康保険課長）（11），群馬県警
察部地方事務官（健康保険課長）（12），群馬県学務部地
方事務官（社寺兵事課長）（13），群馬県総務部地方事務
官（庶務課長）（14）等を歴任した（15）。
ところで，沖縄県属大崎範一は，本書を刊行した翌

年には，『沖縄県町村自治之栞 全』（小澤博愛堂，大
正4年5月22日発行）をも編纂刊行した。この『沖縄
県町村自治之栞 全』は，明治40年3月16日勅令第46
号「沖縄県及ヒ島嶼町村制」下の沖縄県の町村に関す
る法令・令規集である。同書は「大正四年二月十日現
行ノ令規ヲ事類ニ随ヒ輯録」（同書「編纂例」第一項）
したものであり，全体を6章（総則，町村吏員，町村

【表1】『沖縄県会計法規』の章別・令規類型別収録令規数
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会，町村ノ財務，町村行政ノ監督，雑則）で構成し，
合計62件の法令・令規を収録しており，そのうち12件
は勅令や内務省令などの国の法令であり，残りの50件
は沖縄県の令規である。
このように，大崎範一は，沖縄県属としての在任期

間はわずか5年余りであるが，この間に，沖縄県の財
務会計に関連する令規集である『沖縄県会計法規』と
沖縄県の町村に関連する令規集である『沖縄県町村自
治之栞 全』との両書の編纂に関与した人物として注
目に値すると思われる。

五 本書の資料的価値について

次に，本書の資料的価値を検討するために，本書に
収録された沖縄県令規と，本書発行の前後に発行され
た明治44年版『令達類纂』および帝国地方行政学会編
『現行沖縄県令規全集〔再版〕』の国立国会図書館所
蔵本（以下「国会図書館本『令規全集』」という。）（16）

に収録された沖縄県の財務会計令規との異同を確認し
てみることによう。本書と明治44年版『令達類纂』と
国会図書館本『令規全集』との三者の関係を4つのカ
テゴリーに整理してみると，以下のようになる。すな
わち，①本書に収録されている令規のうち，明治44年
版『令達類纂』にも国会図書館本『令規全集』にも収
録されているものは19件（後掲【表3】の F4，F7，
F8，F9，F28，F31，F39，F40，F41，F42，F47，F

53，F56，F57，F68，F74，F75，F76，F77），② 本 書
に収録されている令規のうち，明治44年版『令達類纂』
には収録されているが国会図書館本『令規全集』には
収録されていないものは24件（後掲【表3】の F1，
F2，F6，F14，F19，F20，F21，F22，F29，F30，F

32，F33，F34，F44，F45，F54，F55，F58，F60，F

61，F62，F70，F71，F73），③本書に収録されている
令規のうち，明治44年版『令達類纂』には収録されて
いないが国会図書館本『令規全集』には収録されてい

るものは16件（後掲【表3】の F3，F5，F11，F12，
F17，F18，F23，F24，F25，F27，F37，F38，F48，F

63，F67，F72），④本書に収録されている令規のう
ち，明治44年版『令達類纂』にも国会図書館本『令規
全集』にも収録されていないものは21件（後掲【表3】
の F10，F13，F15，F16，F26，F35，F36，F43，F

46，F49，F50，F51，F52，F59，F64，F65，F66，F

69，F78，F79，F80），である。
これらのうち，④のカテゴリーに属する21件の令規

は，今のところ本書でしか参照することができないと
考えられる（ただし，残存する『沖縄県公報』との照
合は未着手であり，今後の課題である。）。この点に本
書の令規資料としての第一次的な価値があると考えら
れる。次に，国会図書館本『令規全集』の本文に記載
されている各令規の一部改正の沿革を手掛かりにし
て，本書所収の沖縄県令規と明治44年版『令達類纂』
および国会図書館本『令規全集』所収の関係令規の一
部改正状況を比較すると，③のカテゴリーに属する令
規 の う ち9件（F3，F11，F23，F24，F27，F37，F

38，F63，F72）は，本書の発行時点以降に一部改正
されているので，本書と国会図書館本『令規全集』と
の間では規定の文言に違いがあることがわかる。ま
た，カテゴリー①に属する令規のうち5件（F7，F

41，F53，F56，F74）は，本書と明治44年版『令達類
纂』と国会図書館本『令規全集』との三者の発行時期
の違いにより異なった一部改正を織り込んでいる。さ
らに，本書に収録された沖縄県関係令規には一部改正
の沿革がほとんど記載されていないため詳細は未確認
であるが，カデゴリー②に属する令規の中には，明治
44年版『令達類纂』と本書とで異なった一部改正を織
り込んでいるもの（たとえば F2，F14，F29）もある。
本書によってこれらの令規の一部改正前の規定の状況
を確認することができる。この点に本書の第二の資料
的価値があるということができる。

【表2】『沖縄県会計法規』の年次別・令規類型別収録令規数

注：表中に記載のない年次については令規は収録されていない。
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六 【表3】および【表4】について

最後に，資料として掲載した【表3】および【表4】
について簡単に解説を付すことにしよう。
まず，【表3】は，本書に収録されている80件の沖

縄県の令規をその掲載順に一覧表示したものである。
【表3】のうち，章，章名，令規の名称・件名，収録
頁の部分については，本書の「目次」の記載内容をベー
スにして，本書の本文の内容と照合したうえで必要な
修正または補充を加えて作成した。ただし，収録頁は，
複数頁にわたる場合でも，最初の頁のみを示した。公
布（発令）年月日，令規類型，令規番号の部分につい
ては，「目次」には記載されていないので，本文の記
載に基づき作成した。ただし，本文に公布（発令）月
日または公布（発令）日が明示されていない令規につ
いては当該の月・日の部分を「00」と表示した。また，
本書の本文に表記されている令規類型や令規番号には
誤りであると思われるケースが若干あるが，【表3】
には本文の記載どおり表示し，後述の【表4】で補注
を加えた。【表3】のうち，符号（F）と整理番号（1
～80）は，筆者が作表の便宜と後日の引用の都合上付
したものである。また，本書に収録されている80件の
令規のうち明治44年版『令達類纂』に収録されている
令規（43件）については，その収録頁ならびに筆者が
当該令規に付した符合（B）および整理番号を【表3】
の備考①欄に記載した。他方，本書に収録されている
80件の令規のうち国会図書館本『令規全集』に収録さ
れている令規（35件）については，その収録頁を備考
②欄に記載した。さらに，国会図書館本『令規全集』
の「年別索引」における記述に基づいて，本書に収録
されている沖縄県の令規のその後の全面改正（全改），
廃止および消滅に関する情報を表示し，あわせて参考
に供することにした。
つぎに，【表4】は，【表3】の作成にあたって加え

た修正または補充，本書の目次と本文における表記の
違い，本書に収録されている令規の一部省略などにつ
いて補注を付したものである。

七 おわりに

以上本稿では，京都大学経済学部図書室が所蔵する
沖縄県内務部編『沖縄県会計法規』を底本として，同
書とその沖縄県関係の収録令規について紹介してきた
が，本書に収録されている沖縄県の財務会計関係令規
の個々の内容についての検討は他日を期することにし
たい。かかる検討のためには，本書に収録されている
沖縄県の財務会計関係令規が，戦前期沖縄県の財務会
計関係令規全体の中でどのように位置づけられるのか
を明らかにする必要がある。したがって，当面はなお，
戦前期沖縄県の令達・令規の探求と整理のための作業
の継続が不可欠である。

注

⑴ 青嶋敏「明治39年版『沖縄県令達類纂』（上下巻）所収令
達一覧」（『社会科学論集』44号，2006年）243頁～275頁，同
「明治39年版『沖縄県令達類纂下巻』巻末「附録」掲載廃止・
取消令達一覧」（『社会科学論集』45号，2007年）229～243頁。

⑵ 青嶋敏「明治44年版『沖縄県令達類纂（上下巻）』所収令
達一覧」（『社会科学論集』45号，2007年）245～279頁。

⑶ 青嶋敏「『沖縄県町村諸規程』（横内家文書）とその収録令
達について」（『愛知教育大学研究報告（人文・社会科学編）』
57輯，2008年）131～139頁。
⑷ 青嶋敏「『沖縄県警察法規類典 全』とその収録令規につ
いて」（『社会科学論集』46号，2008年）331～360頁。

⑸ 本稿で取りあげた『沖縄県会計法規』を含む戦前期沖縄県
の令達集ないし令規集については，青嶋敏「戦前期沖縄県の
令達集・令規集について――その書誌情報の素描――」（2005
～2008年度日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（A）
報告書『沖縄近代法の形成と展開――沖縄の特殊性と普遍
性――』所収，2009年）7～22頁で概要を紹介した。

⑹ 琉球政府立沖縄史料編集所編『沖縄関係文献目録 1972年
1月31日』（同所発行，1972年）46頁所掲の『沖縄県会計法
規』がこれに相当する。なお，同『目録』47頁に掲載されて
いるように，史料編集室は京大本の写真複製版も所蔵してい
る。後者の写真複製版の裏表紙内側には，「文教局教育研究
課（郷土資料関係）／受入67年5月29日／第2529号」（／は
改行。）という押印がある。
⑺ すなわち，①210頁と211頁との間に明治33年10月内務省訓
令第30号「内務省及所管庁物品取扱規程」の「別記様式」5
葉，②216頁と217頁との間に明治34年4月会計検査院達第1
号の「別記書式」2葉，③225ノ15頁と226頁との間に明治42
年4月沖縄県訓令甲第6号「沖縄県物品会計規則」（後掲【表
3】の F56）の「様式」2葉，④247頁と248頁との間に明治
43年沖縄県訓令甲第23号「県費支弁旅費支給規則」（後掲の
【表3】の F59）の「別表旅費額」1葉，が折り込まれてい
る。
⑻ すなわち，①126頁と127頁との間に頁付けがない1頁分が
あり，②160頁と161頁との間に同様に頁付けがない1頁分が
あり（目次ではこの頁部分について「一六〇ノ一」と表示さ
れている。），③222頁から226頁までの間の頁付けが222頁→
326頁～333頁→225ノ6頁～225ノ15頁→226頁 と な っ て い
る。
⑼ 『明治四十四年職員録（乙）』（明治44年7月21日発行）の
「沖縄県」の部および『大正六年職員録（乙）』（大正6年8
月15日発行）の「沖縄県」の部には，大崎範一は掲載されて
いない。
⑽ 『職員録〔大正十年七月一日現在〕』（印刷局，大正10年12
月15日印刷発行）1051頁。

⑾ 『職員録昭和四年八月一日現在』（内閣印刷局，昭和4年
11月7日印刷発行）749頁。
⑿ 『職員録昭和七年七月一日現在』（内閣印刷局，昭和7年
10月27日印刷発行）881頁。
⒀ 『職員録昭和八年七月一日現在』（内閣印刷局，昭和8年
10月16日印刷発行）910頁。
⒁ 『職員録昭和十二年一月一日現在』（内閣印刷局，昭和12
年3月20日印刷発行）300頁。
⒂ 大崎は昭和13年6月15日付で「今般家事ノ都合ニ依リ退官
致度候條御聴許相成度此段及御願候也」との退官願を内務大
臣宛てに提出し（国立公文書館所蔵『任免裁可書昭和十三年



『沖縄県会計法規』とその沖縄県関係の収録令規について

95― ―

任免巻七十三』所収「地方事務官大崎範一免官」），大崎の依
願免官が同月27日に発令された（昭和13年6月28日付『官報』
第3444号1010頁4段「叙任及辞令」欄）。なお，紙幅の関係
で，大崎の経歴の詳細については，別稿「『沖縄県町村自治
之栞 全』とその沖縄県関係の収録令規について」（『社会科
学論集』48号掲載予定）に譲ることにする。

⒃ 『現行沖縄県令規全集』（昭和4年8月31日再版台本発行）
は帝国地方行政学会が編纂発行した加除式の令規集であり，
同書の奥付によれば，同書の初版台本は大正5年11月4日に
発行されているが，筆者は同書の初版台本自体および初版台
本に追録加除されたものの存在は確認しておらず未見であ
る。同書の再版には追録加除の時期が異なる諸本が残存して

いるが，本稿ではそれらのうち最も早い時期に追録加除が打
ち切られた国立国会図書館所蔵本（最終追録第173号，内容
現在昭和15年1月1日）との比較を行うことにした。

〔付 記〕

本稿は，2009年度日本学術振興会科学研究費補助金
基盤研究（A）「沖縄近代法の構造とその歴史的性格」
（研究課題番号21243002，研究代表者沖縄大学教授田
里修）による研究成果の一部である。

（2009年9月17日受理）
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【表3】『沖縄県会計法規』所収沖縄県関係令規一覧
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【表4】【表3】への補注

注：表中「本文」とは『沖縄県会計法規』の本文を，「目次」とは同書の「沖縄県会計関係法規目次」を指す。


